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環 境 課 

 

１ 概   況 

  諏訪湖や八ヶ岳中信高原国定公園をはじめ当地域の豊かな自然環境を保全し、

次世代に引き継ぐとともに、良好な生活環境を保全し、県民の安全・安心を確保

するため、幅広い環境保全のための施策を推進している。  

 

２ 自然保護対策 

(1) 自然公園等の管理 

ア 自然公園法等による規制 

 優れた自然の風景地を保護するとともに、利用の増進を図るため、自然公

園法、自然環境保全条例に基づく許可等を行い、周辺環境との調和のとれた

開発と環境保全への配慮を指導している。 
 
自然公園法等許可・届出件数   

公 園 名 
年 

度 

工

作

物

の

新
増
改
築 

広 

告 
物

の 

設 

置 

土 
地 

の 
形
状
変
更 

そ
の
他 

計 

       

市町村名 ４年度 ５年度 ６年度 

岡 谷 市 3 2 2 

諏 訪 市 36 28 40 

八ヶ岳中信高原

国 定 公 園 

（許 可） 

４ 120 10 13 27 170 茅 野 市 123 81 77 

５ 82 9 5 19 115 下 諏 訪 町 6 3 3 

６ 79 11 5 29 124 富 士 見 町 2 1 0 

塩 嶺 王 城 

県 立 公 園 

（届 出） 

４ 0 0 0 0 0 原 村 0 0 1 

５ 0 0 0 0 0 計 170 115 124 

６ 0 0 0 0 0  

 
イ 自然環境保全条例による規制 

 大規模開発調整地域における一定の開発行為について、条例に基づく届出

及び自然保護協定の締結により、調和のとれた開発と環境の保全を図ってい

る。 

   

ウ 希少野生動植物保護条例による規制 

    条例に基づき指定された希少野生動植物の保護を図るため、動植物の捕獲

及び採取に係る許認可事務を行っている。 

 

(2) 自然保護活動の普及・啓発 

ア 霧ヶ峰自然保護センター（以下「センター」という。）の運営とパークボラ

ンティアの活動 

 令和４年度から民間事業者のノウハウを活用した効果的・効率的な質の高

いサービスを提供するために、一般社団法人諏訪観光協会が指定管理者とし

てセンターの管理運営を行っている。  

センターでは、霧ヶ峰の自然に関する館内展示による解説、自然観察会の

開催等を実施し、自然保護活動の普及啓発に努めている。 
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平成 16 年度からパークボランティアを募集し、センターを拠点に霧ヶ峰の

自然保護と適正な利用を図るための巡回活動、花の名札付け、草刈り、電気

柵管理などの活動を協働して行っている。 

また、センターを霧ヶ峰のエコツーリズムの拠点として、エコツーリズム

の普及・拡大、さらに自然環境の保全・再生と観光利用の両立を図るための

センター機能強化方針（令和元年６月策定）に基づき、令和３年度に展望テ

ラスの新設、展示の充実、施設のゼロエネルギー化等の改修工事を実施した

（自然保護課）。令和４年度にリニューアルオープンし、利用者数は年々増加

している。  
 
自然保護センターの利用状況等             （単位：日、人） 

年度 開館日数 利用者数 
１日平均 

利用者数 

パークボランティア 

登録者数 活動日数 延活動者数 

３ 137 5,245 38 109 105 555 

４ 182 14,210 78 104 102 540 

５ 194 15,527 80 114 123 677 

６ 193 17,024 88 120 119 708 

 

イ 自然保護レンジャーの活動 

 自然公園等の保護と適切な利用、自然環境の保全に関する意識の高揚を図

るため、自然保護レンジャーを委嘱し、自然公園等の巡視や情報提供などの

活動を実施している。（管内 38 人委嘱(令和７年３月 31 日現在）） 

 

ウ 自然観察インストラクター等の情報提供 

 多くの県民が自然に親しみ、学習することができる機会の充実を図るため、

植物、鳥、昆虫、星座等に関する知識を持つ個人及び県内で自然解説事業を

行っているNPO法人等の団体を、自然観察インストラクター及び自然解説団体

として登録し、希望者に自然観察会等の情報提供や、自然解説等を実施して

いる。 

 

エ 希少野生動植物保護監視員の活動 

  希少野生動植物保護条例に基づき指定された希少野生動植物を保護するた

め、希少野生動植物保護監視員を委嘱し、生息地・生育地の監視指導及び定

点観測などの活動を実施している。（管内９名委嘱（令和７年３月 31 日現在）） 

 

(3) 霧ヶ峰自然環境保全協議会の活動 

霧ヶ峰に関わる団体の代表者が一堂に会して、霧ヶ峰の保護と利用のあり方

について総合的に協議･検討し、目指すべき霧ヶ峰の姿を描き、実現することを

目指して、平成 19 年 11 月に霧ヶ峰自然環境保全協議会（通称「霧ヶ峰みらい

協議会」）を設立し、地域住民との協働による外来種の駆除や優占種の刈取など

の自然保全再生作業を実施している。 

また、ニッコウキスゲなどの高山植物をニホンジカの食害から守るため、協

議会構成団体において、八島ヶ原湿原を囲む鋼鉄柵や、車山肩・富士見台等に
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電気柵を設置している。 

 

３ 廃棄物対策 

(1) 廃棄物の減量化・リサイクルの推進 

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会を改め、環境への負荷の少ない循環型

社会を構築するため、循環型社会形成推進基本法、容器包装リサイクル法、家

電リサイクル法、小型家電リサイクル法等が制定されている。 

これらに基づく対策が着実かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する容器

包装廃棄物の分別回収や廃家電のリサイクルについての支援を行っている。 

また、「食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト」、「残さず食べよう！

30・10 運動」、「信州プラスチックスマート運動」などの推進により廃棄物の発

生抑制に努めている。 

 

(2) 浄化槽対策 

浄化槽の適正な維持管理を図るため、立入検査を実施し、指導を行っている。 
 

浄化槽設置状況及び立入検査状況             （令和７年３月31日現在） 

区  分 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 計 

 

設 

置 

基 

数 

岡 谷 市    ５３  ７４   １２７ 

諏 訪 市   ３８８ ８１     ４６９ 

茅 野 市 ２，０１０ ４９８ ２，５０８ 

下諏訪町      １０  ２２    ３２ 

富士見町 １，２７９  ４５ １，３２４ 

原    村  １，４７２   ６   １，４７８ 

計 ５，２１２ ７２６ ５，９３８ 

立入検査件数  １２０ 

指 導 件 数  １２ 
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４ 水環境、大気環境等の保全 

(1) 水環境保全の推進 

ア 諏訪湖水質保全対策 

諏訪湖の水質は中長期的には改善の傾向にあるが、ヒシの大量繁茂、沿岸

域への貧酸素水塊の拡大など新たな問題が発生している。こうした中、諏訪

湖の水質保全対策、貧酸素対策、ヒシの大量繁茂対策等を総合的・計画的に

推進している。また、湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画を

取り込み策定した「諏訪湖創生ビジョン」を令和５年３月に改定した。 
 
 

「諏訪湖創生ビジョン」における水質保全対策の概要 

水質目標 

(2026年度) 

COD75％値：4.7mg/L (参考) COD年平均値：4.0mg/L 

全窒素：0.62mg/L、全りん：現状の維持・向上、透明度：1.3ｍ以上 

施  策 

・水質の保全に資する事業 

  生活排水処理施設の整備、流入河川及び湖内の浄化対策（ヒシの除去、  

沈澱ピットの設置等）、 

・水質保全のための規制その他の措置 

  工場・事業場排水対策、生活排水対策、畜産業・魚類養殖に係る汚濁

負荷対策、流出水対策、湖辺の自然環境の保護 

・その他水質保全のために必要な措置 

  公共用水域の水質監視、貧酸素対策の推進、生物豊かな湖岸域の復

元・創出、調査研究の推進、普及啓発事業、学習活動の推進 

➢ 諏訪湖の水質の現状（令和６年度） 

     COD75％値 4.8mg/L、COD年平均値 4.4mg/L、全窒素 0.67mg/L、全りん 0.041mg/L、

透明度 1.3ｍ 

 

イ 水質関係施設立入検査 

水質汚濁を防止するため、特定施設等の立入検査を実施し、指導を行って

いる。 
 

水質関係施設設置状況及び立入検査状況        （令和７年３月31日現在） 

区  分 水質汚濁防止法 
県良好な生活環境の 

保全に関する条例 
湖 沼 法 

 

事 

業 

場 

数 

岡 谷 市   １６９  ８  ５ 

諏 訪 市   ２７１  ８ １４ 

茅 野 市   ６７５  ３ ４５ 

下諏訪町    ８４  ３  ３ 

富士見町   １６０  １  ８ 

原    村   １１４  ０  ５ 

計 １，４７３ ２３ ８０ 

立入検査件数    ７４  ０ ２８ 

指 導 件 数    １６     ０  １ 
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ウ 水質測定 

    公共用水域の水質を監視するとともに、事業場排水等の水質検査を行って

いる。 

 

公共用水域水質測定状況及び事業場排水等検査状況         （令和６年度） 

区  分 測 定 地 点 等 検 体 数 検査項目数 

主要河川、湖沼 ６河川９地点、３湖沼５地点 ３２０ ５,４１６ 

地下水 １８地点 １４ ２２６ 

上流域河川 ２河川２地点 ２  ３７ 

特定汚染源    事業場排水、水質汚濁事故等 ５２ ７３９ 

 
 

河川・湖沼の地点別環境基準達成状況       令和５年度(左)、令和６年度 (右)            

水域名 類型 測定地点名（市町村） ｐＨ 
ＢＯＤ 

ＣＯＤ 
浮 遊 

物質量 

溶 存 

酸素量 
大腸菌
(群)数 

全窒素 全りん 

宮 川 Ａ 
西茅野大橋(茅野市) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●     

宮 川 橋(諏訪市) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

上 川 Ａ 
矢 ヶ 崎 橋(茅野市) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●     

渋 崎 橋(諏訪市) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○     

砥 川 Ａ 鷹 の 橋(下諏訪町) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

横河川 Ａ よこかわ川橋(岡谷市) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

天竜川 Ｂ 
釜 口 水 門 (岡谷市) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○     

天 白 橋 (岡谷市) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

釜無川 ＡＡ 武智川合流点上(富士見町) ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○     

諏訪湖 
Ａ 

(Ⅳ) 

湖 内 (３地点) ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

参 

考 

初 島 西(諏訪市) 

湖  心 

 塚間川沖(岡谷市） 

● 

● 

● 

●

●

● 

● 

● 

● 

●

●

● 

● 

● 

● 

●

●

● 

● 

○ 

○ 

● 

● 

● 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

● 

● 

○ 

● 

● 

● 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

白樺湖 Ａ 流 出 部(茅野市) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

蓼科湖 Ａ 流 出 部(茅野市) ● ● ○ ○ ● ● ○ ○       

注１）○は環境基準達成、●は環境基準未達成を示す。 

注２）項目ごとの環境基準の評価方法は以下のとおりである。 

   ・pH 最大値及び最小値で評価 

・BOD、COD 日間平均値の75％値で評価 

・全窒素、全りん 表層のみの年間平均値で評価 

・その他の項目 日間平均値で評価 

  注３）令和３年度以前は大腸菌群数（MPN/100mL）を測定していたが、令和４年度から測

定項目が大腸菌数（CFU/100mL）に変更となった。 

 注４）複数の地点で測定をしている湖沼は、当該湖沼の全ての環境基準点において環境基

準を達成している場合に、その湖沼は環境基準を「達成」したものとする。 
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 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

項目  

類型 
ｐＨ ＢＯＤ 浮遊物質量 溶存酸素量 大腸菌数 

ＡＡ 6.5～8.5 1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU/100mL以下 

Ａ 6.5～8.5 2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU/100mL以下 

Ｂ 6.5～8.5 3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 1,000CFU/100mL以下 

生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目  

類型 
ｐＨ ＣＯＤ 

浮遊 

物質量 

溶存 

酸素量 
大腸菌数 全窒素 全りん 

Ａ 6.5～8.5 
3mg/L 

以下 

5mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

300CFU/100mL 

以下 
－ － 

Ⅳ － － － － － 
0.6mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

 

 

(2) 大気環境保全の推進 

  ア 大気関係施設立入検査 

大気汚染を防止するため、ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の立入検査

を実施し、指導を行っている。 

 

大気関係施設設置状況及び立入検査状況        （令和７年３月31日現在） 

区  分 
大気汚染防止法 

県良好な生活環境の 

保全に関する条例 計 

ばい煙発生施設  粉じん発生施設  ばい煙発生施設  粉じん発生施設  

施 

設 
数 

岡 谷 市   １０７     ２     ３    ４７ １５９ 

諏 訪 市    ９６     ４     ０    １７ １１７ 

茅 野 市   ２１９    ４２     ０    ２２ ２８３ 

下諏訪町    ２１     ９     ５    ２８   ６３ 

富士見町    ９９    ７４     ０    １５ １８８ 

原    村    １３     ４     ０     ０   １７ 

計   ５５５   １３５     ８   １２９ ８２７ 

立入検査件数    ５１     ０     ０     ０  ５１ 

指導件数     ２     ０     ０     ０    ２ 
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イ 大気測定 

大気測定監視局により大気の状況を常時監視しており、光化学オキシダン

トを除いて、全ての項目で環境基準を達成している。 

有害大気汚染物質についても、環境基準や指針値を達成している状況であ

る。 
 

大気常時監視測定状況                      （令和６年度） 

区 分 測 定 地 点 測定項目 

一般環境大気 諏訪局（諏訪合庁） 

二酸化硫黄(SO2)､浮遊粒子状物質(SPM)､ 

一酸化窒素(NO)､二酸化窒素(NO2)、 

光化学オキシダント(Ox)､ 

微小粒子状物質(PM2.5)､ 

風向､風速､気温､湿度（10項目） 

道路周辺大気 岡谷インターチェンジ局 SPM､NO､NO2､PM2.5､風向､風速（６項目） 

    

大気常時監視の環境基準達成状況                             （令和６年度） 

測定地点 二酸化硫黄 二酸化窒素 
光 化 学 

オキシダント 

浮遊粒子状 

物 質 

微小粒子状 

物 質 

諏訪局(諏訪合庁) ○ ○ ● ○ ○ 

岡谷ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ局 ― ○ ― ○ ○ 

  注１）○は環境基準達成、●は環境基準未達成を示す。 

 
    有害大気汚染物質測定状況 

区 分 測 定 地 点 測定項目数 

全国標準監視地点 諏訪局(諏訪合庁) ２１項目 
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(3) ダイオキシン類対策の推進 

ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、ダイオキシン類関係施設

の立入検査を実施し、指導を行っている。 

 

ダイオキシン類関係施設設置状況及び立入検査状況 

（令和７年３月31日現在） 

 

区分 
水 質  

計 
下水道終末処理場 

施 

設 

数 

岡 谷 市     ０ ０ 

諏 訪 市     １ １ 

茅 野 市     ０ ０ 

下諏訪町     ０ ０ 

富士見町     ０ ０ 

原   村     ０ ０ 

計     １ １ 

立入検査件数     １ １ 

指 導 件 数     ０ ０ 

 

(4) 公害苦情、水質汚濁事故への対応 

公害苦情については、「公害苦情処理要領」により処理を行っている。 

また、水質汚濁事故については、「諏訪地域における水質汚濁事故発生時の緊

急連絡処理要領」により、被害の未然防止・拡大防止に努めている。 
 

公害苦情件数                        （令和６年度） 

区分 
大気

汚染 

水質

汚濁 

土壌

汚染 
騒音 振動 

地盤

沈下 
悪臭 その他 計 

件数 ２ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ６ 

 

水質汚濁事故件数                      （令和６年度） 

区分 油の流出 その他 不明 計 

件数 １７ ７ ２ ２６ 
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５ 水道事業の監視指導 

管内の水道普及率は高く、安定した供給がなされているが、人口減少に伴う料

金収入の減少、安全でおいしい水道水の供給、老朽化した施設の更新や専門人材

の不足等の課題も抱えている。 

そこで、平成 29 年３月に策定した「長野県水道ビジョン」の基本理念である「人

口減少社会の中でも安心安全な水道水を届ける」ことを実現するための具体的方

策を進めるにあたり、平成 29 年 12 月に「諏訪圏域水道事業広域連携検討会」を

設置し、また、令和元年 10 月に施行された改正水道法では、 都道府県に水道事

業の基盤強化の有効な方策である広域連携の推進役としての責務が規定されたこ

とから、管内市町村と広域連携に関して検討を行ってきた。 

また、令和５年３月には、諏訪管内市町村のデータを反映した広域連携シミュ

レーション結果に基づき広域連携の方向性をまとめた「水道広域化推進プラン」

を包含し、小規模水道の基盤強化策等を新たに規定した長野県水道ビジョンの改

定を行った。 

令和５年度以降は、諏訪圏域の広域連携の推進方針等に基づき、具体的な広域

連携の内容や進め方について協議を行いながら、薬品の共同購入など選定された

業務について、可能なものから順次共同化の検討を行う。 

  また、水道法に基づく水道施設への立入検査により、３年以内に 1 回を目途に

水道事業者に必要な指導を行っている。 

 

水道普及状況等                   （令和７年３月31日現在） 

区 分 

上水道 

 

 

(箇所) 

簡 易 

水 道 

 

(箇所) 

専 用 

水 道 

 

(箇所) 

計 

 

 

(箇所) 

行政区域 

内人口 

 

( 人 ) 

給  水 

人  口 

 

( 人 ) 

普及率 

 

 

( % ) 

飲料水 

供 給 

施 設 

(箇所) 

簡 易 

給 水 

施 設 

(箇所) 

簡 易 

専 用 

水 道 

(箇所) 

準簡易 

専 用 

水 道 

(箇所) 

岡谷市 1 1 1 3 46,799 46,553 99.5   59 317 

諏訪市 1 2 0 3 47,623 47,574 99.9 1 1 76 90 

茅野市 6 10 1 17 54,028 51,905 96.1 1 2 71 163 

下諏訪町 1  2 3 18,698 18,688 99.9   17 120 

富士見町 1   1 14,149 13,902 98.3   23 38 

原 村 1 1  2 8,096 8,063 99.6   4 7 

計 11 14 4 29 189,393  186,685  98.6 2 3 250 735 

監視件数 4 5 ― 9 ― ― ― ― ― 0 0 

指導件数 1 2 ― 3 ― ― ― ― ― 0 0 

注１）行政区域内人口、給水人口及び普及率は、令和６年３月 31 日現在の値 

注２）原村上水道が一部茅野市にも給水している。 

注３）専用水道については市町村、市へ設置している飲料水供給施設、簡易給水施設、簡易

専用水道及び準簡易専用水道については市が事務を所管している。 

注４）監視件数及び指導件数については県が実施したもの。 
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６ 脱炭素社会の構築 

(1) 長野県地球温暖化対策条例に基づく対策の推進 

事業活動等により排出される温室効果ガスの削減を図るため、一定の事業者

に対して事業活動温暖化対策計画書等の提出、自らの公表を求め、事業者の自

主的・計画的な取組の促進を図っている。 

自動車使用に関する地球温暖化対策として、一定規模以上の駐車場の設置者、

管理者の駐車場利用者へのアイドリング・ストップ実施の周知について実施状

況調査を実施している。 

また、一定規模以上の電気機器等販売事業者の省エネラベルの掲出について

実施状況調査を実施している。 

 

 (2) 諏訪地域の再生可能エネルギーの状況 

諏訪地域においては、晴天率が高い等の気象条件を活かし、太陽光を中心と

した自然エネルギーの導入が進められている。 

   県では、令和元年 12 月に「長野県気候非常事態宣言」を行い、これを踏まえ、

令和２年４月に、「2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ」にするための「長野県

気候危機突破方針」を策定している。また、令和２年 10 月に、2050 年ゼロカ

ーボンを目標に掲げる「長野県脱炭素社会づくり条例」が施行され、令和３年

６月に「長野県ゼロカーボン戦略」を策定し、2030 年までに CO2 等の正味排出

量 60%削減を掲げている。 

   具体的な取組としては、ソーラーポテンシャルマップによる屋根ソーラーの

最大限の普及、共同購入「グループパワーチョイス」、クルマとつなぐ屋根ソ

ーラー補助金等により、再生可能エネルギーの普及拡大と自家消費型へのライ

フスタイルの転換を促している。 

また、太陽光発電や小水力発電、温泉熱発電等の再生可能エネルギーの導入

が市町村や民間事業者により進められている。一方、太陽光発電施設の設置等

に関し、景観、自然環境その他の地域環境の保全及び県民の安全を確保し、地

域と調和した太陽光発電事業の推進を図ることを目的とした「長野県地域と調

和した太陽光発電事業の推進に関する条例」が制定され、令和５年 10 月 16 日

に公布された。 

また、ゼロカーボンミーティング、脱炭素事業促進諏訪コンソーシアム（事

務局：環境省）、八ヶ岳西麓地域共生会議等により、様々な主体が連携の輪を広

げている。 

 


